
貝塚市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付申請書類チェックシート 

 

●記入上の注意 

誤記などの訂正は、修正液を使わず二重線で訂正を行っていますか。  

スタンプ印（シャチハタ）以外の印鑑ですか。  

●提出書類のチェック項目 

□貝塚市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付申請書（様式第１号） 

  日付は申請書を提出する日付ですか。  

  申請者の住所、氏名、電話番号は申請者本人のものですか。  

  住所と設置場所は住民票に記載の住所と一致していますか。  

補助金交付申請額は太陽光 40,000円、エネファーム 20,000円、窓の断熱改修１居室あたり 10,000

円（上限 30,000円）として記入していますか。 
 

  完了日は、（  ）書きに記載している日付ですか。  

□省エネルギー設備を設置した住宅の付近見取図（住宅地図等のコピー） 

□窓の断熱改修を行った箇所がわかる間取り図 

  断熱改修前後の窓のカラー写真と箇所が一致するように示して下さい。  

□断熱改修前の窓のカラー写真 

  間取り図と写真が一致するよう示してありますか。  

□省エネルギー設備の設置状況を示すカラー写真 

  住宅と設備の全景、他に、型式・製造番号などが確認できる写真を添付して下さい。 

  ※断熱窓については型式・製造番号のわかる写真は不要ですが、間取り図の箇所と一致するよう

示して下さい。 

 

□省エネルギー設備または断熱改修した窓（複層ガラスや内窓・外窓）の概要書 

  対象設備・製品の型式や能力等の仕様が確認できるカタログ等で概要が分かるもの。  

□省エネルギー設備の設置費の領収書及び内訳明細書の写し 

  補助対象設備の製造業者名、型式、数量、金額が記載されていますか。  

□家屋名寄帳又は建物登記簿全部事項証明書の写し（3か月以内に取得したもの） 

※ 家屋名寄帳は第三者による証明書の申請には委任状が必要となります。 

  記載された住所は、対象設備設置住宅の所在地と一致していますか。  

□交付申請者が属する世帯全員が市税に未納がないことの証明（1か月以内に取得したもの） 

※第三者による証明書の申請には委任状が必要となります。 

□交付申請者が属する世帯全員の住民票の写し(コピー不可。対象設備設置の住宅の所在地のもので、３か月

以内に取得したもの) 

□対象設備の竣工検査の試験記録書の写し（施工業者の任意様式） 

※太陽光発電設備と蓄電池の同時設置またはエネファーム設置に限る 

□電力会社との電力需給契約書の写し ※太陽光発電設備と蓄電池の同時設置に限る 

□申請時に交付請求書を持参される場合は必要事項を記入し、提出日欄は空欄ですか。 

（市で預かり交付決定通知後の日付で受付します。） 

□申請時に交付請求書を持参される場合は必要事項を記入し、提出日欄は空欄ですか。 

（市で預かり交付決定通知後の日付で受付します。） 

□太陽光モジュールの公称最大出力の合計値が 10キロワット未満ですか。 

※太陽光発電設備と蓄電池の同時設置に限る 

チェック 


